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（１）事業の必要性・緊急性
本地区では、素波⾥ダムを⽔源として、素波⾥頭⾸⼯、導⽔路等の基幹的な農業⽔利施設に

より⽤⽔を供給しており、造成後45年以上が経過しているものもあり、パイプラインを中⼼に
⽼朽化が進⾏しており、維持管理に多⼤な労⼒と費⽤を要している。
また、素波⾥ダム取⽔塔、素波⾥頭⾸⼯ともに施設の⽼朽化のほか、耐震補強も必要な状況

となっている。
これらの状況と併せて、揚⽔機等の⽼朽化や排⽔路からの反復利⽤等、不安定な⽤⽔供給と

なっている新規編⼊予定地区を含めた⼀体的な⽤⽔系統の再編を⾏うことにより、農業⽤⽔の
安定供給と維持管理に要する費⽤の軽減を図る必要がある。

（２）事業構想
本事業では、⽼朽化が進⾏している素波⾥ダム取⽔塔、素波⾥頭⾸⼯、導⽔路(⽔路トンネル、

管⽔路)等の基幹的な農業⽔利施設の耐震補強を含めた保全整備、更新を⾏い、併せて、不安定
な⽤⽔供給となっている新規編⼊予定地区を含めた⼀体的な⽤⽔系統の再編を⾏い、農業⽤⽔
の安定供給と維持管理の軽減を図ることとしている。
さらに、将来の営農構想(⾼収益作物の導⼊等)を意識した⽔利⽤形態及び農業⽔利施設の整備、

更新を検討している。
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５

１−２ 施設状況
これまでに実施されていた機能診断調査の結果は、シリンダーゲート及び制⽔ゲートが健全度Ｓ−３、その他は健全度Ｓ−４である。全体的に塗替塗装を⾏い、

⽔密ゴムやワイヤーロープの更新、巻き上げ装置や操作盤等の電気設備の更新が必要な状態である。
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①ドライ施工・仮締切について

＜計画＞
・過去10か年の非取水期(11月～２月)における実績流入量

を用いて貯水位上昇シミュレーションを行った。
・10か年のうち第２位の貯水位を仮締切の天端高さとした。
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②作業構台について

＜計画＞
上流の仮設ヤードで鋼管杭の継溶接を行い、最長79.5ｍの鋼管杭を台船で運搬して硬質地盤に打設し、構台を設置する。
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②作業構台について

＜計画＞
国有林・民有林を避けるため、構台の入口はダム湖左岸側の県道になり、延長は270ｍとなる。
直接工事費は約 円と想定される。

＜指導・助言＞
諸経費を含めると、構台のみで 円規模になる。
施工条件を緩和しなければ、このような計画になるが、事業として妥当か。





17

④工事工程について

＜計画＞

保安林には手を付けない、非取水期間４ヶ月間（毎年）の施工、発電停止しない（非取水期間以外）

といった条件の下では、新設することになり、上表のような長期工程となる。

＜指導・助言＞

様々な条件を全て呑めば、新設することになる。

耐震対策を目的として、費用が 円規模になり得る事業を行って良いかどうかが大前提になる。

このような計画が事業として妥当かどうか、根本的に検討する必要がある。
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4）管理マニュアルの目的、目次構成
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＜管理マニュアルの目的＞

・ゲートを操作する十三湖土地改良区の職員が、設備の

適切な運用方法を取得すること。

・ゲート設備を管理していくうえで、発生しうる様々な

事象に対する足がかりを示すこと。

・施設の状態を継続的に記録し、設備の経年変化を定量

的に把握することに資すること。

＜管理マニュアル目次＞
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②ゲート点検時期・点検項目について

＜現状＞

点検時期と点検項目の記載が混在している。

＜委員からの指導・助言＞

ゴム堰や鋼製ゲートが動作した時には毎回点検する

ことを、６ヶ月点検と年点検については点検時期につ

いて明確にする。

点検時期と点検項目を区分して記載し、明確にする。

＜指導・助言に対する対応＞

明確な記載に改める。



＜委員からの指導・助言＞

１．記録を簡略化して集計する際

に上表は有効だが、抽象的記述

だけでは分かり難いため、下表

のように具体的な記述が必要で

ある。

２．点検不可能・非該当な項目は

削除し、着色部は実際に使用す

る改良区で点検可能な項目、白

抜き部は専門者のみが点検可能

な項目であることを明記する。

３．実施日だけでなく、点検者名

の記入が必要である。

＜指導・助言に対する対応＞

１．上表は最低限の集計様式、下

表は現場用の詳細チェックリス

トとして併用するように整理す

る。

２．専門者でのみ点検できる項目

は点検頻度を決め、着色／白抜

き部の凡例を明記する。

３．実施日、点検者、所属(改良

区／外注)欄を追記する。 15
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③管理マニュアルでの記述について

＜委員からの指導・助言＞

・「施設の状態を継続的に記録し、設備の経年変化を定量的に把握することに資すること。」

を本マニュアルの目的として記載する。

・担当者や業者が変わると対策が行えない場合がある。関連設備の履歴があると情報として

助かるため、ストックマネジメントやアセットマネジメントの観点においても、点検だけ

ではなく補修履歴や調整した記録も残した方が将来のためになる。

・故障時の連絡先は記載されているが、地震時や洪水時等に連絡する宛先が明記されていない

ため、元の管理規程を確認し追記する。

・ストックマネジメント業務を請けたコンサルタント会社が、農業水利ストック情報データ

システムに入力するため、そのための下資料を改良区が帳簿として残すことを管理マニュ

アルに記載する。

・等・・・

＜指導・助言に対する対応＞

・指導事項について、記述を見直し修正する。




